
PRI  
Open Campus
～財務総研の研究・交流活動紹介～

財務総合政策研究所では、財務省内外から様々な知
見を有する実務家や研究者等を講師に招き、業務を遂
行する上で参考になる幅広い知識や情報を得る場とし
て「ランチミーティング」を開催しています。今月の
PRI Open Campus では、2025年12月16日（火）
に公益財団法人東京財団政策研究部マネージャーの吉
原祥子様にご講演いただいた内容を、「ファイナンス」
の読者の方々にご紹介します。

「  所有者不明土地問題と政策動向 
－新たな土地制度の普及へ－」
吉原  祥子
公益財団法人東京財団政策研究部マネージャー
研究分野・主な関心領域は、国土資源、
土地制度、所有者不明土地。
東京外国語大学卒業。タイ国立シーナ
カリンウィロート大学へ国費留学。米
レズリー大学大学院（文化間関係論）
修了。米 Institute of International 
Education（IIE）バンコク支部を経て、
1998年より東京財団勤務。現在、国土
審議会土地政策分科会企画部会専門委
員、内閣府土地等利用状況審議会委員、
財政制度等審議会国有財産分科会臨時委員等を務める。
主な著書等に、「多主体協働と土地ガバナンスの課題―所有者不明土
地問題からの検討」（中島弘貴・城山英明・浅見泰司編著『不動産ガ
バナンス―権利調整と合意形成からみる持続的な地域のあり方』東
京大学出版会、2025年）、『人口減少時代の土地問題―「所有者不
明化」と相続、空き家、制度のゆくえ』（中公新書、2017年）など。

１．所有者不明土地問題とは
近年、日本では土地制度の見直しが進められていま

すが、その契機となったこととして所有者不明土地問
題が挙げられます。

所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が
直ちに判明しない土地、あるいは、所有者が判明して
もその所在が不明で連絡がつかない土地を指します。

所有者不明土地問題に対する関心の高まりの契機と
なったのは、2011年に発生した東日本大震災です。
復興に向けた高台移転のための土地収用に際し、現在
の所有者が判明しない、あるいは所在が把握できず連
絡を取ることが困難な土地が多数存在したことで復興
事業の円滑な実施の支障となったことを背景に、制度
見直しを求める機運が高まっていきました。

２．問題の所在
（１）相続登記の在り方

こうした問題が生じる制度的要因として、最も大き
な問題が相続登記の在り方です。不動産登記制度にお
いて、相続が発生した場合の不動産の登記申請は明治
時代以来長らく任意とされ、申請するか否かは所有者
の意思に委ねられてきました。登記簿上に既に亡く
なった人の氏名が残っていたとしても、民法上、土地
所有に関する権利自体は保護されており、所有者自身
が特段の不便を感じなければ相続登記を行わなくても
差し支えありませんでした。

特に地方部においては、人口減少が進み、土地取引
も沈静化する中で、適切に相続登記がなされていなく
ても、当面は実質的な問題が発生しないケースや、相
続人が地元に居住しておらず、自分が相続した土地が
どこにあるのか把握していないというケースも増加し
ています。そうした相続によって所有した土地につい
て、売却の見込みや利用の目途が立たない一方で、固
定資産税の負担のみが毎年生じることから、相続人の
負担感が高まっているということも近年顕在化し、一
連の土地制度見直しが行われるに至りました。

公益財団法人東京財団政策研究部 マネージャー　吉原  祥子
（編集）財務総合政策研究所 総務研究部 研究員　伊藤  菜々子

所有者不明土地問題と政策動向
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（２）所有者探索にかかるコスト
所有者不明土地が実際どのくらい存在するかについ

て、国土交通省の資料によると、不動産登記簿上で所
有者の所在が確認できない、広い意味での所有者不明
土地は25.6%、そのうち、探索の結果、最終的に所有
者や相続人が一人も判明しない最狭義の所有者不明土
地は0.26%にすぎません。探索を行えば多くの場合、
所有者や相続人の誰かは判明するため、過度に問題視
すべきではないという意見もありますが、所有者や相
続人の探索には相当の行政コストや社会的コストがか
かり、その負担は無視できないものとなっています。

戸籍や住民票といった情報は、個人情報保護の観点
から一般の人が容易に取得できるものではありません。
そのため、行政書士や司法書士といった専門家への依
頼や、自治体の職権に基づく公用請求を通じて必要な
情報を収集し、所有者や相続人を特定していくことに
なりますが、その過程において生じる時間的・金銭的
負担が、耕作放棄地の再利用や空き家対策推進の足か
せとなる場合があります。更に重要なのは、これらの
探索コストは所有者が不明になっている土地を有効活
用し、適正な状態に戻そうとする側が負担しなければ
ならないという点です。そのため、解決によって見込
める便益よりも、こうした負担のほうが大きければ、
問題の解決が先送りされてしまう側面があります。

（３）社会の変化と土地制度の乖離
加えて、より大きな視点から捉えると、日本の従来

の土地制度と近年進行する社会構造の変化との乖離に
起因する問題とも言えます。

人口減少と高齢化に伴い、相続件数が増加している
ことに加え、土地や住宅への需要の減少により、地域
において空き地・空き家が目立つようになってきまし
た。その結果、相続はしたものの利用予定のない土地
や建物を手放したいというニーズが高まっていま
す＊1。また、経済活動のグローバル化により、資産価
値の高い不動産について海外の富裕層による国際的な
不動産投資も進んでおり、地域外のみならず国外に居
住する不在地主の増加という現象も見られます＊2。

＊1） 「土地を所有することに負担を感じたことがある又は感じると思う」42％（出所：国土交通省「平成30年度版土地白書」P.121）。「土地を所有する世帯
のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯」20％（出所：法務省「土地所有権放棄制度の利用見込等に関する調査について」2020年）。

＊2） 「（東京23区では）外国に住所を有する納税義務者数は、ここ6年で8倍と飛躍的に増大」（平成25年2,162人→平成31年17,432人）（出所：資産評
価システム研究センター「資産評価情報」234号別冊、P.34・P.53、2020年1月）。

このような社会変化に対して、従来の日本の土地制
度が十分に対応できているかを考えると、様々な課題
が浮かび上がってきます。

明治時代以来、日本の土地制度は人口が増加するこ
とを前提に整備されてきました。土地は資産であると
の意識が強く、高度経済成長期やバブル期には、土地
を投機の対象として利ざやを得る動きも見られ、「土
地神話」と呼ばれるように、土地は値下がりしない資
産であるとの認識が広く共有されていました。また、
地域社会の繋がりが強かった時代には、登記簿上の名
義人が亡くなっていたとしても、地域の人的ネット
ワークを通じて所有者や相続人の所在を把握できる場
合が少なくありませんでした。

さらに、日本は諸外国と比較して土地所有権が強い
という特徴があり、農地法などの罰則適用の実効性の
課題もあります。農地以外の土地取引については、転
用や売買に関しての規制がなく、水源地や国境離島で
あっても原則として売主と買主の間の合意だけで所有
権は移転します。また、土地の利用計画についても、
国土利用計画法に基づく市町村計画を策定している自
治体は全国の半数程度に留まっています。

加えて、土地に関する基礎的情報の整備という点で
は、1951年の地籍調査制度開始以来、その進捗率は
約53%と、依然として十分とは言えません。国の政
策対応も、主として過剰な開発の抑制や地価高騰の抑
制といった観点からの政策が中心であり、安全保障や
低未利用の土地の管理など、市場原理では解決が難し
い課題については、近年まで十分な対応がなされてき
たとはいえない状況でした。

このように、社会構造の変化と従来の土地制度との
間にギャップが生じる中で、近年、所有者不明土地の
問題、安全保障上の土地利用に対する懸念、更には災
害時の復興の遅れにおいて空き地・空き家が障害とな
るといった課題が顕在化してきました。これらはいず
れも構造的な課題であり、市場メカニズムのみに委ね
るだけでは解決が難しく、国による制度の見直しが不
可欠な課題です。
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３．日本の土地制度見直し
（１）制度見直しの流れ

こうした背景を踏まえ、近年、土地に関する諸制度
の見直しが進んできました。

大きな流れとして、2010年代前半は、東日本大震
災や空き家問題の顕在化を契機とする「問題認識の時
期」であり、2010年代後半には、これを受け国土交
通省と法務省が連携し、土地政策と民事基本法制の両
面から制度見直しを進めた「政策決定の時期」に移行
しました。そして、2020年代は、これらの新制度を
周知し適切に運用するとともに、次なる改革につなげ
ていく「政策実施の時期」に入っています。

具体的な制度見直しとしては、大きく三つの柱があ
ります。一つ目は、2018年に制定され、2022年に改
正された、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法（以下、所有者不明土地法）、二つ目は、
2020年の理念法である土地基本法の改正、三つ目は、
2021年の民事基本法制の見直しです。

（２）所有者不明土地法の制定・改正
2018年に制定された所有者不明土地法は、所有者

が分からなくなってしまった土地について、まずは地
域のために再活用できるよう、利用の促進策を規定し
ています。

具体的には、例えば、農産物の直売所や公園、ある
いは災害時の避難場所の整備といった、地域にとって
必要な事業のためであれば、所有者不明土地に一定期
間使用権を設定し利用できる「地域福利増進事業」制
度が創設されました。所有権そのものを移転するので
はなく、まずは利用を可能にするという点に特徴があ
ります。

その他にも、公共事業における所有者不明土地の収
用手続きの合理化、円滑化や、土地所有者の探索のた
めに必要な公的情報について行政機関が利用できる制
度が導入されました。また、長期間にわたり相続登記
が行われていない土地について、地方公共団体や公共
的な事業を行う民間事業者からの申出に基づき、法務
局が職権で相続人調査を行い、その結果を登記簿に記
録できる制度や、所有者不明土地の適切な管理のため
に必要と認める場合には、地方公共団体の長等が財産

管理人選任の申立てを行うことが可能であるとする民
法の特例も盛り込まれました。

さらに、制定から間もなく、2022年には改正が行
われました。地域福利増進事業の対象範囲が広げら
れ、活用できる土地の類型や実施可能な事業内容が拡
充、使用権の上限期間も民間事業者は10年から20年
に延長されました。また、自然災害の激甚化・頻発化
に対応するため、管理不全状態の所有者不明土地に対
して、市町村長による勧告、命令、代執行を可能とす
る制度を新たに規定しました。さらに、所有者不明土
地問題に対して、市町村だけでなく地域一体となって
取り組む体制を構築し、そうした取り組みを行う法人
を市町村長が推進法人として指定し、活動を支援・連
携していく仕組みも創設されました。

（３）土地基本法の改正
土地基本法は、バブル経済の末期に社会問題となっ

ていた地価の高騰や投機的な土地取引に対応するた
め、「適正な土地利用の確保」と「正常な需給関係と
適正な地価の形成」を目的として1989年に制定され
た法律です。

しかし、制定から30年が経過し、現在直面してい
るのは地価の問題だけではなく、むしろ「使われない
土地をどうするか」という課題や、災害の予防・復興
などの持続可能な地域の形成といった課題であること
から、全面的に改正されました。

特に重要な点として、土地の所有は、単に土地を利
用する権利だけでなく適切に管理する責務を伴うもの
であるということが法律上明示され、具体的な責務と
して、登記等権利関係の明確化と所有権の境界の明確
化に努めることが規定されました。

土地所有者の責務が土地基本法において明確に定め
られたことには大きな意義があり、この改正が理論的
な基盤となってその後の民事基本法制の見直しへと繋
がっていきました。

（４）民事基本法制の見直し
民事基本法制の見直しには大きく3点あります。

ア．不動産登記法の改正
先述のとおり、相続が発生した場合の不動産登記申
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請は明治時代以来長らく任意とされ、法的な義務では
ありませんでしたが、2021年の不動産登記法改正で、
相続登記・住所変更登記の申請が初めて義務化される
こととなりました。併せて、申請義務化にあたり、手
続き負担の軽減措置として、相続人間で遺産分割協議
がすぐにまとまらない場合でも戸籍謄本等をもって自
分が相続人の一人であることを申告すれば、その申告
を行った相続人については義務を履行したものとみな
される、相続人申告登記制度も新設されました。

その他にも、転居が多い人の住所変更登記の負担軽
減のため、住民基本台帳ネットワークの情報を活用
し、法務局が住所変更を把握した上で本人の同意を得
て職権で住所変更登記を行う仕組みの整備や、相続の
際に不動産の登記漏れが生じないよう、該当の名義人
がどこにどのような不動産を所有しているかをシステ
ム上で集約し、相続人に提供できる所有不動産記録証
明制度も新設されました。加えて、グローバル化の進
展を踏まえ、日本国内に住所を有しない者が土地を取
得した場合には、国内連絡先を登記事項として記録す
る制度も導入されました。

これまで、不動産登記制度は、主として個人の権利
を第三者に公示し、取引の安全を確保する仕組みとし
て理解されてきました。しかし、今回の改正議論を通
じて、不動産登記制度は私的権利保護の仕組みである
と同時に、「誰がどこに土地を持っているのか」とい
う国土の基本情報を公示する台帳としての役割を持つ
ことが再確認されたことは重要な意義があります。

イ．民法の改正
2021年に行われた民法の改正では、特に物権法及

び相続に関わる部分が抜本的に見直されました。
不明共有者がいる場合に金銭供託等により共有関係

を解消する方策が整備された共有制度の見直しや、相
続開始から長期間経過した遺産の分割方法の見直し、
相続制度の見直し、水道、ガス等ライフライン設置の
ための隣地使用を可能とする相隣関係規定の見直しな
どがありますが、中でも重要なのが、財産管理制度の
見直しです。

従来の民法にも、不在者財産管理制度や相続財産管
理制度（改正後は「相続財産清算制度」）といった制

度は存在していました。しかし、相続人と連絡が取れ
ない場合や相続人が存在しない場合に、あくまで「人」
を単位として、その人の財産全体を管理する制度で
あったため、管理人の負担が重く、また、家庭裁判所
に納める予納金も大きいという課題がありました。

こうした課題や東日本大震災での経験も踏まえ、特
定の土地や建物だけを迅速に管理できる制度の必要性
が認識されたことから、「人」単位ではなく「物」単
位で管理できる新たな制度が求められ、所有者不明の
土地・建物や管理不全の土地・建物に特化した財産管
理制度が整備されました。

ウ．相続土地国庫帰属制度の創設
相続した土地について、利用予定もなく維持管理も

できないため手放したいというニーズが高まっている
状況を踏まえ、一定の要件を満たす土地については、
国庫に帰属させることを可能とする制度が日本の土地
制度の歴史の中で初めて創設されました。

もっとも、土地の国庫への帰属にあたっては、管理
コストの国への不当な転嫁や所有者が通常の管理を怠
るなどのモラルハザードを防ぐ観点から、建物がある
土地や崖地、境界が明らかでない土地等、通常の管
理・処分に過大な費用や労力が必要となる土地は不可
であり、承認された場合にも10年分の管理費相当額
を負担金として納めることが必要とされています。

このように厳格な要件はありますが、それでもな
お、土地を相続した人が、一定の条件のもとで土地を
適切に手放し、国庫に帰属させることができる制度が
創設されたことは画期的なことと言えます。

（５）基底にある考え方
以上の一連の制度見直しの基底となる考え方とし

て、国土審議会土地政策分科会特別部会における議論
が重要な示唆を与えています。同部会では、「人口減
少等に伴う社会経済状況の変化に伴い、適切に管理さ
れない土地が増加する中で、上記のような課題に対応
するため、土地の利用・管理に関する制度・施策を再
構築する必要があり、その前提として、所有者、近隣
住民・地域コミュニティ等、地方公共団体、国などの
土地に関係する者の適切な役割分担を明らかにすべき
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である」＊3 との問題意識が共有され、所有者の責務を
明確化するとともに、所有者を補完するアクターとし
て、国や地方公共団体、近隣住民、地域コミュニティ
等の役割が導き出されました。

そして、土地の適正な「利用」と並んで「管理」の
重要性が明示的に位置付けられたことで、土地政策の
射程が「所有者による利用」から「所有者以外の者に
よる管理」にまで拡大されたと言えます（図表1）。
図表1　土地の適正な利用・管理に向けた新たな方策

所有者
所有者以外の者

行政 近隣住民・地域 
コミュニティ等

公法系
法制

適正な利用・管理
（所有者の責務）

地域福利増進事業

（市町村長が指定→） 所有者不明土地利用
円滑化等推進法人

所有者不明土地対策
計画の作成

（←推進法人から提案
可）

管理不全の所有者不
明土地等に対する市
町村長による勧告・
命令・代執行

―

民事基
本法制

相続登記の 
申請義務化

相続土地国庫 
帰属制度

所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理
命令（←推進法人から市町村長に対して要請可）

（出所）各法律及び各省公表資料をもとに筆者作成

主体

手法

４．施行後の状況
では、これらの新しい土地制度が実際にどの程度活

用され、どのような効果を上げているのかについて検
討します。ここでは、特に顕著な例として、2点を取
り上げます。

（１）地域福利増進事業
まず、制度運用を通じて改めて課題が見えてきている

のが「地域福利増進事業」制度です。本制度は、所有
者不明土地の利用の円滑化策として創設されたものです
が、2025年12月現在、同制度に基づき実際に使用権
が設定され、所有者不明土地の再利用に至った事例は4
件に留まっています。モデル事業として取り組んでいる
地域においても、5、6年にわたり地道に相続人調査を
継続し、再利用に向けた準備を進めている件もあります。

地域福利増進事業による再利用がこれほど困難であ
る理由について、制度の具体的な手続過程から整理し
ます。

＊3） 国土審議会土地政策分科会特別部会とりまとめ（2019年2月）。下線は筆者追加。

まず、地域福利増進事業を活用して所有者不明と考
えられる土地を地域のために再利用しようとする場
合、事業主体は、まず当該土地が「所有者不明土地」
に該当することを証明しなければなりません。すなわ
ち、戸籍や住民票等の公的資料に基づき、可能な限り
の所有者探索を尽くしたことを示す必要があります。
探索の結果、相続人が一人も判明しなかった場合には
その旨を示し、一部の相続人が判明した場合には、そ
の者との間で権利調整を行い、事業への同意を得るこ
とが必要です。その上で、なお判明しない者について

「所有者不明」であることを証明し、手続を進めるこ
とになります。さらに、事業計画を策定し、周辺住民
に対する説明や合意形成を図ることに加え、測量をし
て境界を確定し、不動産鑑定を行った上で補償金額を
算定しなければなりません。

これらの準備が整って初めて、都道府県知事に対
し、裁定申請を行うことが可能となります。そして、
使用権の設定について裁定を受けた後、算定された補
償金を供託することで、事業の実施に至ります。所有
者が不明であるとはいえ、財産権を一定程度制限する
ことになるため、その制限に対する補償を行うという
制度設計が採られています。

以上の過程を通じて明らかになるのは、一度所有者
不明となった土地を再利用するには、多くの時間、費
用、そして手続を要するということであり、制度の運
用を通じて、問題の構造的な難しさが改めて浮き彫り
になったと言えます。

（２）相続土地国庫帰属制度
他方で、比較的活用が進んでいるのが、相続土地国

庫帰属制度です。本制度は、相続により取得した土地
について、一定の要件を満たす場合に、相続人がこれ
を手放し、国庫に帰属させることを可能とする仕組み
です。先述のとおり、建物や工作物が存在しないこと
などの厳格な要件が設けられており、併せて負担金と
して10年分の管理費相当額を納付する必要があると
いった、一定の負担を伴う制度であるにも関わらず、
申請件数は2025年10月末現在で4,000件を超えてお
り、審査を経て実際に国庫に帰属した土地も2,000件

 ファイナンス　2026 May.	 79

連
載

P
R

I O
pen 

C
am

pus

20_P75-82_PRI Open Campus_04.indd   7920_P75-82_PRI Open Campus_04.indd   79 2026/05/13   9:31:072026/05/13   9:31:07



を超えています。審査期間は、おおむね8か月程度か
かることから、審査中の案件も相当数存在すると考え
られます。更に注目すべきは、相談件数の多さです。
全国の50か所の法務局に寄せられた相談件数は2025
年4月時点で延べ4万件を超えており、相続した土地
を手放すことを希望する人が相当数存在するという
ニーズの大きさが読み取れます。

なお、申請のあった全ての土地が国庫帰属に至るわ
けではもちろんありません。審査の過程で却下や不承
認となる事例も存在しますし、申請後に申請者自らが
取り下げる事例も見られます。

法務省公表資料によれば、2025年4月時点で申請
後に取り下げられた件数は604件であり、そのうち半
数以上が、「有効活用の見込みが生じた」という積極
的な理由によるものとなっています＊4。すなわち、申
請がなされ法務局において審査が進む過程で、近隣住
民との間で境界に争いがないかの確認や、関係機関に
当該土地について国庫帰属の申請がなされている旨の
周知などが行われた際、「それならうちがタダで受け
取りますよ」と名乗り出る近隣住民が現れたり、農地
であれば農業委員会を通じた斡旋の見込みが立ったり
する事例が生じています。

このことから、制度創設を契機として、地域内に潜
在的な土地需要が存在している可能性が示され、適切
なマッチングが図られれば、必ずしも国庫に帰属させ
ることなく、地域内での権利移転が実現し得ることが
示唆されます。

さらに、本制度の運用を通じて見えてきたもう一つ
の特徴は、法務局の役割です。登記官をはじめとする
専門職員が常駐する全国50か所の法務局が窓口と
なって、相談対応、審査、市町村への情報照会等を担
い、関係主体間との連携役を果たしています。言わ
ば、省庁横断的な調整機能が制度運用の過程で実質的
に確立されてきています。とりわけ、人員や予算が限
られている市町村にとって、新制度の安定的運用は容
易ではありません。その点、全国に配置された法務局
が窓口となることで、地域差を一定程度抑制し、標準
的かつ安定的な制度運用が可能となっていると考えら
れます。

＊4） 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議（第15回）　資料1-1 法務省提出資料（2025年6月6日）。

もっとも、本制度は端緒についたばかりであり、今
後の在り方についてまだ多くの課題があります。相談
件数は延べ4万件を超えている一方で、厳格な要件や
申請書類の作成等の負担を経て、実際に申請に至った
件数はその1割程度に留まっています。申請に至らな
かった残りの3万件超の相談案件が、そのまま放置さ
れ、やがて管理不全や所有者不明の土地にならないよ
う、どのような対応策が必要なのか、改めて検討する
必要があります。

さらに、国庫に帰属させるということは、当該土地
の中長期的な維持管理は国の財源、すなわち国民全体
の負担によって行われることになります。土地を手放
して永続的に管理負担から免れる元所有者の負担の軽
減と、国庫による継続的な管理負担との間で、実質的
な公平性をどのように確保するのかという問題も慎重
に検討すべき論点です。

その前提として、国が受け入れた土地を今後どのよ
うに管理していくのかが大きな課題となります。特に
宅地や雑種地については、全国の財務局が管理庁とな
るため、その管理の在り方は喫緊の検討課題です。加
えて、受け入れた土地を単に保有・管理するに留まら
ず、地域における円滑な利用に繋げていくために、土
地情報の適切な共有の仕組みを整備するとともに、地
域における潜在的なニーズを掘り起こす取組が必要と
なってきます。

５．今後の課題
ここまで、新たな諸制度とその運用状況について見

てきましたが、最後に今後の課題として3点検討します。

（１）所有者不明土地問題の発生予防
一連の土地制度見直し自体は大きな意義を有するも

のであったものの、施行状況を踏まえると、一度所有
者不明となった土地を地域において再活用することの
困難さが改めて浮き彫りになったと言えます。

相続土地国庫帰属制度が創設され、月平均約140件
程度の申請が堅調になされていることから、法務省の
立場からは、制度としては一定の成果を上げていると
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評価されています。しかし、国有地を管理する財務局
の立場から見れば、その分だけ管理対象が毎月増加し
ているということでもあります。国庫帰属制度を持続
可能な制度にするためにも、土地を手放す手段の多様
化を図るとともに、管理負担と法的責任の在り方につ
いても一体的に検討していく必要があります。

土地の利用・管理にあたっては、所有者以外の者、
すなわち地域コミュニティや市町村の役割への期待も
大きいですが、地域社会自体の高齢化と人口減少によ
る担い手不足や財源確保の問題、また、相続や不動産
実務に関する専門知識を要する問題であることから、
地域のみで担うことには限界があります。市町村は人
員や財源の課題に加えて、本問題は複数の部署にかか
わるため、担当課を決めること自体が難しいという問
題もあります。また、住民の財産権に関わる問題であ
ることから、具体的な不利益が顕在化していない段階
で行政が予防的に介入することには慎重にならざるを
得ない側面もある一方で、所有者が不明となり権利関
係が複雑化した後では、解決にかかる時間的・経済的・
人的コストが大きく、遅きに失することとなります。

したがって、所有者不明となる、あるいは管理不全
に陥る前の段階での支援や制度的関与を強化し、問題
の発生をいかに抑制するかということが、引き続き大
きな課題であると言えます。

（２）更なる土地制度見直しの必要性
こうした状況を踏まえると、更なる制度見直しが必

要であると考えられます。
具体的には、権利調整と合意形成を進める仕組みの

整備、土地を手放す方策の多様化、相続放棄の在り方
の見直しなどが挙げられます。

まず、権利調整と合意形成について、2024年4月
から相続登記の申請が義務化されましたが、これまで
長年にわたり任意とされてきたため、登記が行われな
いまま相続人が多数に上っている土地も少なくありま
せん。このような場合、個人の力だけで相続人を探索
し、合意形成を図ることは困難なケースもあることか
ら、長期相続登記未了の場合の権利調整と合意形成の
在り方についてより踏み込んだ見直しと実務上の支援
の仕組みを検討する必要があります。

次に、土地を手放す方策の多様化について、近年、

土地を有償で引き取る民間サービスも現れています
が、現行制度では特段の免許や資格を必要とせず、宅
地建物取引業法の規制対象外となっています。そのた
め、費用のみを受け取って土地を適切に管理しないと
いった不適切な事業が生じる可能性もあり、健全な市
場を形成するためにも、国によるルール整備や民間事
業者の支援体制の整備が求められます。

また、相続放棄の在り方について、2024年には相
続放棄の件数が過去最多の30万件を超えています。
この中にどのくらい土地・建物が含まれているかはわ
かりませんが、相続した土地や建物を負担と捉え、手
放す手段として相続放棄が濫用的に利用されることが
懸念されます。こうした状況が生まれている背景に
は、日本の相続制度が抱える構造的課題もあります。
高齢化・人口減少が進む中で土地の相続はもはや個人
の問題だけではなく、社会として支え合っていくべき
喫緊の課題であると言えるでしょう

これらの更なる制度見直しが必要である理由として、
近年の社会状況との関係で二つの点を整理します。

一つは、災害対策としての重要性です。災害時、倒
壊した家屋の公費解体を進める際には、相続人全員の
同意が必要ですが、例えば2024年に発生した能登半
島地震では、長期相続登記未了や未登記家屋の場合は
手続きが複雑になり、公費解体の遅れの一因となりま
した。平時から権利関係を明確にしておくことの大切
さが改めて認識されました。

もう一つは、取引のグローバル化への対応です。外
国人による土地取得については、安全保障の観点から
2021年に重要土地等調査法が制定されました。この
法律により、安全保障上重要な機能を有する施設の周
辺区域などについて、概ね1kmの範囲を対象として
国が区域指定を行い、土地の所有者や利用状況に関す
る調査を実施することが可能となっており、必要に応
じて勧告や命令を行う仕組みも整備されています。

また、土地が取得された際、それが外国人によるも
のかを把握できるかは制度ごとに異なっていたことか
ら、2026年度から不動産登記法において国籍を登記
事項とすることや、森林法においても森林取得時の届
出書に国籍を追加することが予定されています。

もっとも、グローバルな土地取引については、安全
保障の観点だけでなく、地域における土地利用の合意
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形成の観点からも考える必要があります。地域の土地
利用における事前の情報共有や合意形成の在り方を条
例等によって明確化するとともに、国としてもそうし
た地域の取組を支援していくことが求められます。な
お、あくまで内外無差別が原則であり、「誰であって
も守るべきルール」を明確化していくことが重要です。

（３）役割分担と相互補完
今後の課題としての3点目は、連携窓口の強化です。

ここまで見てきたように、社会経済や人口構造の変化
に伴い、土地を巡ってさまざまな課題が顕在化してい
ます。複数の部署に関わり、かつ相続や不動産に関す
る専門性が必要なこれらの課題を一挙に解決できる策
はなく、一つ一つ制度の見直しを積み重ねながら、
ルールの整備と共有を進めていくしかありません。そ
うした中で、国や都道府県、市町村といった行政と、
各士業団体、民間事業者との連携を円滑に進めるため
には、制度と現場を繋ぐ連携窓口を強化することが重
要です。現在、全国10地区において、国土交通省所
管の土地政策推進連携協議会が設置され、行政と士業
団体等が連携し、土地政策の推進に向けた情報共有や
協力体制の構築が図られていますが、こうした機能を
各都道府県レベルで設置していくことが必要であると
言えるでしょう。

そして、関係機関の連携体制を構築していく中で
は、地域に根ざした財務局の役割が一層重要になりま
す。土地は地域の資源であり、地域において適切に活
用されることが基本です。それを支える専門性と継続
性、そして、関係主体をつなぐコーディネート力が期
待されます。

新たな諸制度を活用しつつ、人口減少時代に対応し
た土地の利用と管理のサイクル（循環）を構築してい
くことが求められています。

財務総合政策研究所
POLICY RESEARCH INSTITUTE, Ministry Of Finance, JAPAN

過去の「PRI Open Campus」については、 
財務総合政策研究所ホームページに掲載しています。
https://www.mof.go.jp/pri/research/special_report/index.html

	 82 ファイナンス　2026 May.

PRI Open Campus ～財務総研の研究・交流活動紹介～　55

連
載

P
R

I O
pen 

C
am

pus

20_P75-82_PRI Open Campus_04.indd   8220_P75-82_PRI Open Campus_04.indd   82 2026/05/13   9:31:082026/05/13   9:31:08

https://www.mof.go.jp/pri/research/special_report/index.html

